
 

【報告案件】 

 

平成 29 年度北広島市地域包括支援センター運営報告 

 
① 設置状況  ＊4 か所に委託               （平成 30 年 3 月末現在） 
 

名 称 
きた高齢者  

支援センター 

みなみ高齢者 

支援センター 

にし高齢者 

支援センター 

ひがし高齢者 

支援センター 
合計 

運営法人 
社会福祉法人 

札幌厚生会 

社会福祉法人 

北海長正会 

医療法人社団 

翔仁会 

医療法人社団 

銀杏会 

 

生活圏域 西の里・東部北 北広島団地 大曲・西部 東部南 

相談受付体制 月～金（9:00～17:30）・緊急時 24 時間電話受付体制あり  

個人情報保護／苦情対応 体制あり 体制あり 体制あり 体制あり 

委託 

職員数 

（職種） 

包括 

業務 

担当 

３ 

保健師 

社会福祉士 

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

４ 

看護師 

社会福祉士２ 

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

３ 

保健師 

社会福祉士 

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

３ 

看護師 

社会福祉士 

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

13 

ﾌﾟﾗﾝ専任 １(社会福祉士) 2(ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ) １(ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ) １(ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 5 

（兼務）生活支援コーディネーター 0.5（社会福祉士） 0.5（社会福祉士） 0.5(保健師) 0.5（社会福祉士） 2 

人口（人） 13,442 15,219 21,006 9,072 58,739 

65 歳以上人口（人） 3,599 6,816 4,932 2,786 18,133 

高齢化率（％） 26.8 44.8 23.5 30.7 30.9 

75 歳以上人口（人） 1,666 3,305 1,950 1,226 8,147 

後期高齢化率（％） 12.4 21.7 9.3 13.5 13.9 

三職種１人当たり人口（人） 1,199 1,704 1,644 928 
平均

1,394 
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＜ 生活圏域別 総合事業対象者及び要介護認定者数 ＞ 

（平成 30 年 3 月末現在） 

名 称 
きた高齢者  

支援センター 

みなみ高齢者 

支援センター 

にし高齢者 

支援センター 

ひがし高齢者 

支援センター 
計 

生活圏域 西の里・東部北 北広島団地 大曲・西部 東部南  

総合事業対象者 26 64 42 40 172 

要介護認定者数 697 1,115 768 482 3,062 

第
１
号
被
保
険
者 

要支援１ 143 260 148 91 642 

要支援２ 73 124 70 59 326 

(要支援小計) （216） （384） （218） （150） （968） 

要介護１ 193  316 212 139 860 

要介護２ 87 145 112 53 397 

要介護３ 67 101 76 59 303 

要介護４ 61 83 63 33 240 

要介護５ 56 76 57 32 221 

(要介護小計) （464） （721） （520） （316） （2,021） 

合 計 680 1,105 738 466 2,989 

第
２
号
被
保
険
者 

要支援１ 1 0 7 1 9 

要支援２ 2 1 4 2 9 

(要支援小計) （3） （1） （11） （3） （18） 

要介護１ 2 3 7 4 16 

要介護２ 2 4 8 2 16 

要介護３ 3 1 0 2 6 

要介護４ 3 0 0 5 8 

要介護５ 4 1 4 0 9 

(要介護小計) （14） （9） （19） (13) （55） 

合 計 17 10 30 16 73 

   ＊要介護認定者数：市外の住所登録者を除く 
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② 総合相談支援 (予防給付、虐待等の相談を含む) 
 

＜ 相談件数（方法別）＞ 

0
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H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29

きた みなみ にし ひがし

家庭訪問 来 所 電 話

 
 

年　度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

延件数 3,831 4,080 4,070 4,148 3,967 5,181 4,239 3,943 4,403 3,132 3,206 3,618

2,802 2,866 2,351 2,977 2,471 2,927 2,085 2,290

(404) (426) (591) (638) (557) (577) (301) (313)

498 456 352 482 306 383 145 153

(147) (196) (229) (268) (181) (212) (88) (85)

780 748 1,264 1,722 1,166 1,093 976 1,175

(211) (235) (433) (472) (311) (336) (239) (287)

上段：延件数　下段：（実件数）

2,449 2,399電　　話

来　　所

家庭訪問

544

838

357

1,392

きた みなみ にし ひがし

2,650

1,279

1,920

291

921

310

 
 

○全体に相談件数は増加しています。一人の高齢者の相談支援には、情報収集や見守 

り、関係機関との連絡調整など何回も関わることが多いため、相談者数の増加に伴 

って延べ相談件数が増える傾向あります。 

    

○相談の内容は、在宅サービスの利用や福祉用具、住宅改修に関すること、介護保 

険申請・手続きに関すること、日常の療養や健康に関する相談が多く、入退院に関す

る相談や施設入所など住まいに関する相談も増えてきています。 

 

○対象者の状況としては、身近に支援者がなく、独居や高齢夫婦世帯で遠方に住む家

族からの相談や、末期癌の方の退院後のサービス利用についての医療機関からの相

談、自力で金銭管理が難しい方の相談、本人や家族に障がいがあるために障がい領

域の関係者との密な連携が必要な世帯の相談など、関係機関と連携を図りながら、

解決に向けた支援を求められるケースも増えてきています。 

（件） 
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③ 虐待防止・権利擁護 
 

＜ 相談件数（実数）＞ 
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きた みなみ にし ひがし

高齢者虐待 成年後見・悪徳商法被害

 
 

年　度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

成年後見
悪徳商法被害 6 6 6 10 10 15 2 4 3 9 9 6

高齢者虐待 5 3 0 12 13 9 3 6 8 4 1 1

きた みなみ にし ひがし

 
 

○高齢者虐待ケースは 1 事例に対して解決に至るまでの相談や緊急かつ集中的支援が

多いなります。そのため、関係機関等と連携を図り、被虐待者のみでなく虐待者へ

の支援も視野に入れ、役割分担をしながらチーム支援をしています。 

 

  ○虐待の判断までに至らない不適切な介護状態のケースもありますが、悪化防止に向

けて、ケアマネジャー等とも継続的に連携しています。 

 

  ○高齢者虐待の傾向としては、精神疾患のある子どもからの虐待や認知症介護の困難

さによる介護者からの虐待が多く、種類は身体的・心理的虐待がほとんどです。 

 

○身寄りのない独居高齢者や認知症が原因で金銭管理が困難なケースもあり、成年後

見センターと連携を図る機会も増えてきています。 

 

○悪徳商法被害に関しては、被害報告もあることから、様々な機会を通じて根気強く

注意喚起をしています。また、消費者協会などとも連携を図るようにしています。 

 

 
 

 

件 
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④ 包括的・継続的ケアマネジメント 
 

＜ケアマネジャー支援件数（延べ）＞ 
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きた みなみ にし ひがし

相談 同行訪問 担当者会議出席

 
 

  

年　度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

担当者会議 23 7 6 13 32 17 9 2 24 9 8 14

同行訪問 3 0 3 17 38 25 1 2 15 11 13 45

相　　談 103 227 88 179 232 180 125 125 129 13 34 46

きた みなみ にし ひがし

 
   

 

○支援の件数に変動はありますが、同行訪問による支援が増えいます。 

 

○相談内容は、主にケース支援の方法や関係機関との調整に関すること、介護支援専

門員の業務に関する相談ですが、医療ニーズの高いケースや支援困難ケースへの同

行訪問やケアプラン作成への助言を行う事例も増えています。 

 

○複合的な問題が複雑に絡み合い、解決や支援に苦慮するような困難ケースについて

は、市役所（高齢者支援課・福祉課）や社会福祉協議会とも連携し、ケース会議を

開催するなど、積極的にケアマネジャーに働きかけています。 

 

 

 

 
 

件 
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⑤ 介護予防事業 
  

 

○介護予防事業は、これまでと同様に、認知症予防や閉じこもり予防、転倒予防など

を目的に行いつつ、単に、介護予防事業の利用者として参加するだけではなく、高

齢者自身が様々な場に出向き、役割を担ってもらうことも（例；介護支援ボランテ

ィアとしての協力）も、介護予防に効果があるという考え方から、他の事業ともタ

イアップした多様な取り組みが広がってきています。 

 

 
 

担
当 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

き
た 

実 施 回 数 14 19 21 89 118 

出 席 者 数 281 人 374 人 403 人 1,384 人 2,173 人 

平成 29 年度 
特徴的な内容 

「コグニサイズ」実践者研修に参加し、その手法を地域の専門職や住民
に伝達、実践し、法人の公益事業（サロン）では、通年で実施するなど、
軽度認知障害の早期発見と認知症への重度化予防に努めています。 
ミニデイサービスや健康運動を行う自主グループへの活動支援を行う

中で、健康に関する相談や知識の普及を行いました。 
介護予防教室では、介護支援ボランティア（65 歳以上の元気な高齢者）

に役割を担ってもらい運営しています。H29 年度は、地域の理学療法士
等の専門職の協力をもらいリハビリ教室を実施したところ大変好評でし
た。 

み
な
み 

実 施 回 数 17 15 36 21 21 

出 席 者 数 390 人 489 人 1157 人 610 人 470 人 

平成 29 年度 
特徴的な内容 

老人クラブや地区福祉委員会、「夏祭り」などの自治会の行事に参加し、

血圧測定や体操、講話を行っています。 

H29 年度は、民間企業とのコラボレーション企画として、スーパー店

舗内で介護予防教室を始めたり、地域住民の自主的活動として、「いきい

き百歳体操」が定期的に開催されるなど、新たな取り組みも始まりました。 

に
し 

実 施 回 数 17 23 30 61 27 

出 席 者 数 468 人 416 人 434 人 1,198 人 842 人 

平成 29 年度 
特徴的な内容 

H22 年度から大曲地区で月 1 回定例的に実施していた「ふまねっと」
は、H28 年度にはボランティアの協力で月２回に増えて、参加者同士の
誘い合いで参加人数も増えてきています。 
また、住民からの要望で、自主的な運動サークルが立ち上がり、継続に

向けた側面的な支援も行っています。 
法人で実施している介護予防を目的とした事業へも参加協力していま

す。 

ひ
が
し 

実 施 回 数 9 35 56 51 41 

出 席 者 数 127 人 471 人 749 人 937 人 618 人 

平成 29 年度 
特徴的な内容 

老人クラブでは継続的に、血圧や握力の測定を行うことで体調の変化な
どを確認し個別支援に繋げています。 
閉じこもりや転倒予防を目的とした「元気ぴんぴん体操」を月 1 回 3

会場で実施し、年に 2 回は理学療法士による評価を行うことで運動効果の
確認と参加者のモチベーション向上につなげています。  
圏域内の２か所の介護事業所が始めた＜サロン＞を、地域の高齢者に周

知しています。 

 

6



 

⑥ 家族支援事業 
 
担
当 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

き
た 

実 施 回 数 5 5 3 5 
①食事交流会  6 
②認知症カフェ 23 

出 席 者 数 42 人 44 人 58 人 134 人 
① 119 人 
② 479 人 

平成 29 年度の 
特徴的な内容 

H28 年度から、取り組み方法を大きく転換しています。 
「食事交流会」は、介護者に限定せず、独居や地域とのつながりの少
ない方でも参加しやすい事業として実施し、その中で介護相談等も行
っています。（6 回開催） 
「認知症カフェ」の運営支援を継続しています。徐々に認知症の方や
その家族の参加が増え、介護している家族がリフレッシュを目的に参
加されることも多くなってきました。（23 回参加） 

み
な
み 

実 施 回 数 12 12 12 12 
①ホット心結の会 10 
②心結カフェ  2 
③映画上映会  1 

出 席 者 数 89 人 92 人 90 人 71 人 
 71 人 
 17 人 
160 人 

平成 29 年度の 
特徴的な内容 

月１回開催してきた介護のつどい「ホット心結の会」を発展させ、
H30 年 2 月から、認知症カフェ「心結カフェ」として再スタートして
います。介護を卒業した参加者自身がホスト役となり、ピアカウンセ
リング機能をもつ認知症カフェとして、介護に疲弊している家族を支
える場になりつつあります。 
心結カフェオープン記念イベントとして、映画「ケアニン」の上映

会を行い、地域住民をはじめ多くの方が参加しました。 

に
し 

実 施 回 数 12  12 12 12 12 

出 席 者 数 85 人 87 人 91 人 108 人 99 人 

平成 29 年度の 
特徴的な内容 

介護者のつどい「語りあえーる」として、毎月 1 回自主的に開催さ

れ、運営をサポートする立場で関わってきています。さらに H29 年度

からは、ボランティアの参加を得て、準備や進行を中心的に行うよう

になってからより自主的な動きがでてきています。 

ひ
が
し 

実 施 回 数 3 3 5 5 4 

出 席 者 数 39 人 36 人 86 人 126 人 49 人 

平成 29 年度の 
特徴的な内容 

講話や「調理実習」、家族のレスパイトを目的に「ブドウ狩り」を行
いました。ブドウ狩りには、新たな参加者が加わり交流が広がりまし
たが、実際に介護中の家族が参加しにくく、参加者の固定化も課題と
なっています。 

 

○家族支援事業は、従前から行ってきた、介護している家族が集まり思いや悩みを吐

露する「介護者のつどい」という形式にとどまらず、それぞれの支援センターが工

夫を重ねながら、地域のニーズに合わせた多様な取り組みに変わってきています。 
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⑦ 生活支援コーディネーター及び協議体 
 

ア 生活支援コーディネーターの活動状況 

     ※生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を 

推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供 

体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機 

能）を果たす者で、各高齢者支援センターに配置しています。 

 

き
た 

・様々な地域活動に参加し、資源や課題の把握に努めました。 
・活動を希望する介護支援ボランティアや社会福祉士を目指す学生を、ニーズにマッチし
た地域の住民活動につなげました。 
・町内会が主体となって運営する予定の運動サークルの立ち上げに協力し、平成 30 年 5
月から開始する予定になっています。 
・次年度は、地域の人、場所、団体など資源を丁寧に把握し、担い手して活動できそうな
人材の発掘と育成に取り組みたいと考えています。 

み
な
み 

・総合相談を通じて、また地域の様々な活動に参加、協力しながら、顔の見える関係づくり
を進めています。 
・スーパーとの協働企画で、スーパーの店舗内を会場にした、介護予防教室がスタートしま
した。スーパーにも参加者にも好評で、定期に開催することになりました。近くにある別の
スーパーでも開始できないかアプローチをしています。 
・住民主体で始まった「いきいき百歳体操」の継続に向けた側面的な支援を行っています。 

に
し 

・個別支援や協議体の運営、また地域の様々な活動に参加しながら、地域の情報を集め、
資源の整理を行っています。 
・地域の NPO 法人と介護事業所が開設予定の“介護予防拠点”の立ち上げに携わったこ
とで、地域のボランティアと関わる機会が増えています。 
・住民からの要望で、自主的な運動サークルが立ち上がり、継続に向けた側面的な支援も
行っています。 

ひ
が
し 

・以前から関わりのある地区のグループや、圏域内の会社、店舗、学校などを訪問し、生
活支援体制整備事業の考え方を説明しながら、地域課題や社会資源の把握に努めました。 
・今後の活動の参考に、積極的に研修会に参加し、先進地区の例を学び、市外の生活支援
コーディネーターと情報交換を行いました。 
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イ 協議体の開催状況 

     ※協議体は、生活支援コーディネーターが中心となり、地域住民や専門職などが協働 

で、高齢者を取り巻く地域の課題を話し合い、生活全体を支え合える住民主体の地 

域づくりを目指し検討や活動を行っていく取り組みです。 

これまで「地域たすけあい会議」として開催してきた会議を、平成 29 年度から「協 

議体」に位置づけて開催しています。 

 

地区 
担
当 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
H29 年度 

（協議体） 

東部南 
ひ
が
し 

実 施 回 数 4 4 4 4 3 

構成員 /出席者数 14 人/47 人 20 人/62 人 28 人/86 人 23 人/115 人 43 人 

平成 29年度の
取 り 組 み 

新たに地域住民の参加を増やし、これまでと同様に介護事業所の
参加を得ながら、情報交換を行い、地域課題の抽出と、課題の解決
に向けた意見交換を行いました。 

東部北 
き
た 

実 施 回 数 ― ― ― 3 4 

構成員 /出席者数 ― ― ― 29 人/63 人 108 人 

平成 29年度の
取 り 組 み 

地区の民生委員や社会福祉委員会、老人クラブ、圏域内の介護事
業所の代表者に呼びかけて協議体を立ち上げました。地区の民生委
員や介護支援専門員によるパネルディスカッションと、参加者間で
のグループワークを行いました。H29 年度から、星槎道都大学社会
福祉学科の専任講師に、オブザーバーとして参加、協力をいただい
ています。 

西 の里 
き
た 

実 施 回 数 4 4 4 4 5 

構成員 /出席者数 25 人/66 人 29 人/114 人 28 人/86 人 26 人/199 人 227 人 

平成 29年度の
取 り 組 み 

“地域の方々の声を聞く”ことを目的に、構成メンバーを固定せ
ず広く参加を呼びかけました。地域で行われている活動の情報交換
や、地域での助け合いの必要性についてグループワークを行いまし
た。北星学園大学社会福祉臨床学科准教授や、圏域在住の北海道社
会福祉協議会職員の方にも協力をいただいています。 

北 広島 
団地 

み
な
み 

実 施 回 数 3 2 6 1 2 

構成員 /出席者数 10 人/16 人 8 人/14 人 65 人 39 人 65 人 

平成 29年度の
取 り 組 み 

法人職員や専門職、地域住民の参加を募り、グループワークを行
い取り組んでいきたい活動を整理し、次年度以降の取り組みに繋げ
ていく予定です。 

2 月には、除雪の課題を解決する一助として、関係者間の交流も
兼ねた“雪かき交流祭り”を行いました。 

大曲 
西部 

に
し 

実 施 回 数 6 ４ 5 5 8 

構成員 /出席者数 58 人/152 人 46人/107人 44 人/188 人 50 人/229 人 141 人 

平成 29年度の
取 り 組 み 

毎回テーマをもとに話し合いを進めています。「あなたにできるこ
とは何ですか」という話題では、仕事の枠を超えて、個人として得
意なことやできることを知り合う機会となりました。また、9 月に
大曲地区で行われた認知症高齢者徘徊捜索模擬訓練に参加した感想
や体験をもとに、地域住民ができそうな取り組みを具体的に話し合
いました。 
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⑧ 介護予防ケアマネジメント 
 

ア ケアプラン作成件数 (各年度 3 月時点) 

（平成 29 年度からは、予防給付と総合事業のケアプランの合計件数を計上） 

 

0

50
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300

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29

きた みなみ にし ひがし

3職種直営 プラン専任直営 再委託

 
   

   

  

年　度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

再委託 ５３ ３８ ３４ ９８ ７３ ７７ ３８ ３８ ４１ ３３ ２５ １９

プラン選任
直営

４４ ３５ ６６ ４８ ９２ １１６ ５７ ６７ ７１ ３６ ５１ ５３

３職種直営 ５３ ７６ ４７ １１３ ８１ ６４ ６０ ６０ ６０ ５５ ５９ ５９

きた みなみ にし ひがし

 
   

＊三職種が作成するケアプランの件数は、地域包括支援センターが行う総合相談業務に対 

応できるように、みなみ高齢者支援センターは 1 ヶ月 90 件、それ以外の高齢者支援セ 

ンターは 60 件を上限とし、平成 25 年度からは、それを超えた場合はプラン作成専任職 

員や居宅介護支援事業所に再委託を勧めるように申し合わせています。 

ケアプラン作成専任職員は、平成 25 年度に「きた」「みなみ」「にし」に配置し、平成 

26 年度から「ひがし」に配置しました。 

 

 

○ケアプランの作成件数は、伸びている地域と横ばいの地域があります。 

 

○三職種とケアプラン作成専任職員の役割分担が進み、ケアプラン作成専任職員が 

担当する件数が増え、再委託件数が減ってきている支援センターもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

件 
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イ 予防給付ケアプラン作成の実件数と再委託先 

   平成 29 年 5 月～30 年 4 月の給付管理数（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月のケアプラン   

 

うち再委託

（延）

301 75 225 １

24.8％ 24.9％ 74.8％ 0.3％

669 276 313 80

34.3％ 41.3％ 46.8％ 11.9％

370 93 133 144

24.3％ 25.1％ 36.0％ 38.9％

191 0 162 29

17.1％ 0.0％ 84.8％ 15.2％

うち再委託

（延）

126 15 111 0

20.4％ 11.9％ 88.1％ 0.0％

292 188 74 30

28.5％ 64.4％ 25.3％ 10.3％

116 22 37 57

20.8％ 19.0％ 31.9％ 49.1％

58 0 55 3

11.1％ 0.0％ 94.2％ 5.8％

＜予防給付分＞

ひがし 524 0 4 2

に　し 557 １ 6 7

みなみ 1,025 1 7 2

き　た 618 １ 6 0

総件数
（延）

き　た

みなみ

に　し

1,213

1,948

1,523

再委託先の居宅介護支援事業所の数と延件数

別法人
同一法人

市内 市外

１

1

１

9

7

7

１

総件数
（延）

再委託先の居宅介護支援事業所の数と延件数

同一法人
別法人

市内 市外

＜総合事業分＞

ひがし 1,116 0 4 4

2

12

 
 

 

○平成 29 年 4 月から介護予防日常生活支援総合事業（以下、総合事業という）が 

開始されて以降、介護認定の更新に合わせて、順次予防給付から総合事業に移行 

が進み、新規申請者についても総合事業に該当する方が増えています。 

 

  ○ケアマネジメントにおいては、介護予防と自立支援の考え方に基づき、対象者の 

   ニーズに合った住民主体の地域活動やインフォーマルな資源の活用に取り組み、 

中には介護保険サービスからの卒業に結びつく事例も出てきています。 
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　平成29年度　きた高齢者支援センター

合　　　　　　　計 28,371,414

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 2,052,864
　7,884円×16件/年　　4,644円×410件/年　振込手数料
込22,680

雑支出他 719,827

当期資金収支差額 47,076

レクレーション傷害保険

諸
経
費

事務所賃貸料

光熱水費 609,270 　燃料重油、電気料

保険料（施設分） 10,240 施設賠償責任保険

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 804,960 　車輌賃借料632,000、任意保険料172,960

燃料費 268,219 　車両ガソリン等

電話料金（固定加入電話） 209,628 　固定電話、ファックス等

電話料金（携帯電話） 271,817 　携帯電話、切手、PC回線料等

消耗品費（コピー機使用料含む） 1,028,694
　電気保安協会保守、複合機保守・賃借料、印刷製本費、
消耗品等

支援センター協議会会費 37,000 　市介護連絡協議会会費、社会福祉協議会会費等

協議体経費

会議・研修負担金

主任ケアマネ研修費 41,000

決算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 20,241,614

保険料（活動） 12,880

積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

人件費 22,055,677
　三職種（3人）、ケアプラン専任者（1人）・生活支援コー
ディネーター0.5人工　退職支出引資産支出409,470、福利
厚生費50,434

研
修
費

職員市外研修旅費 202,262 　高齢者虐待防止推進研修会、地域包括支援ｾﾝﾀｰ研修交通費等

介護予防支援費 8,041,700 　7,300円×59件/年　　4,300円×1,770件/年

その他 88,100 　実習費、住宅改修理由書作成料（３２，０００円）

合　　　　　　　計 28,371,414

《支出》

費　　　　　　　　　目
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　平成29年度　みなみ高齢者支援センター

合　　　　　　　計 37,581,962

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 4,702,904 消費税345,736、振込手数料35,468

その他 13,300 慶弔費他

諸
経
費

事務所賃貸料 784,800

光熱水費 240,000

保険料 23,126 介護保険社会福祉事業総合保険、業務災害保険

その他 469,541 建物設備保守点検料285,120、一般廃棄物処理184,421

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 885,333 駐車料金15,200

燃料費 102,045

電話料金（固定加入電話） 402,325

電話料金（携帯電話）・通信費 132,695 切手、はがき代34,452

消耗品費（コピー機使用料含む） 1,303,496 備品購入

支援センター協議会会費他 35,000

人件費 28,286,626
　三職種（　４　人）、ケアプラン専任者（　２　人）・生活支援コー
ディネーター（０．５人）　健康診断料、共済会掛金・出資金

研
修
費

職員市外研修旅費 182,600

会議・研修負担金 18,171

その他 37,571 預金利息、実習生受入費

合　　　　　　　計 39,713,045

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

決算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 25,307,474

介護予防支援費 14,312,000
（うち再委託料　4,321,700円（4,300円×966件・7,300円×23
件））

住宅改修理由書作成料 56,000
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　平成29年度　ひがし高齢者支援センター 決算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 19,519,439 当初委託料20,888,000円－減額1,368,561円

介護予防支援費 7,161,300 　4,300円×1,606件/年　7,300円×35件/年

合　　　　　　　計 26,702,739

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

その他 22,000

人件費 21,866,496
　三職種（3人）、ケアプラン専任者（1人）・生活支援コー
ディネーター０．５人工

研
修
費

職員市外研修旅費 37,390

会議・研修負担金 19,104

主任ケアマネ研修費 37,500

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 371,825

燃料費 128,451

電話料金（固定加入電話） 229,671

電話料金（携帯電話）・通信費 296,186 郵便・切手代43,165

消耗品費（コピー機使用料含む） 870,175

支援センター協議会会費 30,000

協議体経費 18,514

ボランティア行事保険他 65,238

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 1,231,524 振込手数料を含む

 

合　　　　　　　計 27,398,657

諸
経
費

事務所賃貸料 1,808,568

光熱水費 348,435

保守・管理費 39,580
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【審議案件】 

平成 30年度北広島市地域包括支援センター運営方針（案） 

 

１ 地域包括支援センターの設置 

地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康維持及び生活の安定の 

ため、援助を行うことにより、その保健医療の向上及び増進を包括的に援助・

支援することを目的に設置しています。 

このため、地域の関係機関等とのネットワークを構築し、市民の多様なニー

ズに応えることのできる地域の拠点となることを目指しています。 

本市の第 7 期介護保険事業計画においては、市内を５つの日常生活圏域にわ

けていますが、当面は４か所に地域包括支援センターを設置し、その運営を社

会福祉法人及び医療法人に委託することとします。 

※北広島市では、地域包括支援センターを「高齢者支援センター」という名  

で呼称しています。 

 

２ 地域包括ケアシステムの構築 

高齢化が進展し、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者が増加する中、介護 

を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅での生活を継続できる

よう支援を充実していくことが必要です。 

具体的には、高齢者のニーズに応じて介護、予防、医療、生活支援、住まい

の５つのサービスを切れ目なく提供し、関係者が有機的に連携し、目標や情報

を共有することが求められています。 

このことから、「地域包括ケアシステム」の構築に向けては、介護保険による

サービスを含むフォーマルなサービスだけでは解消できない課題が多くあるた

め、インフォーマルなサービスを含め、地域の情報センターとして資源の情報

を集積する高齢者支援センターの役割は重要です。 
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３ 平成 30年度高齢者支援センター運営の指針 

高齢者の安定した生活の維持のためには、地域に暮らす高齢者の総合相談窓 

口として、高齢者や家族の意思を尊重し、市との連携により高齢者の生活全般

を支援する必要があることから、次の事項について事業を推進します。 

また、高齢者支援センターが地域住民のニーズを的確に把握するためには、

相談窓口で待つだけではなく、地域に出て住民と関わり合うことで、住民との

信頼関係の構築が図られ、課題の把握や高齢者の生活実態の把握につながるも

のと考えています。 

 

❶地域でのネットワークの強化 

高齢者支援センターは、地域包括ケアシステムの構築のため、市、医療機

関、介護サービス事業者、民生委員児童委員などとの調整役として、高齢者

一人ひとりに合ったサービスを提供するため、ネットワークを強化します。 

❷チームアプローチの実践 

保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職種がそれぞれ

の職種の専門性の発揮と情報を共有し、協働して問題解決を図り、包括的に

高齢者を支援します。 

❸介護予防事業の推進 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、高齢者の社

会参加と参加意欲の向上を目指し、交流促進や健康づくりのため、社会資源

を活用した高齢者の居場所や活動の機会をつくることで、介護予防となるよ

うケアマネジメントを推進します。 

➍権利擁護の取組みの強化 

高齢者の尊厳ある生活を守るため、権利擁護の重要性はますます高まって

いることから、成年後見制度の利用促進や高齢者虐待防止ネットワークの活

用の強化を図ります。 

❺認知症高齢者への支援の強化 

認知症高齢者の増加が見込まれ、公的サービス・医療・介護だけではなく、

地域全体で認知症の高齢者や家族を支援していくことが求められています。 

今年度から稼働する認知症初期集中支援チームの支援チーム員の役割も

担いながら、認知症になっても、地域で安心して生活できるよう、関係機関

との連携を図り、地域支え合い体制づくりを推進します。 
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４ 平成 30年度事業計画 

（１）ネットワークを活かした活動の展開 

①地域における協議体の開催 

協議体は、地域の介護事業所、医療機関、民生委員児童委員などの関係者

へ幅広く参加を呼びかけ、生活支援サービスを中心とした地域課題について

その解決方法を模索し、活用可能な機関、団体などの社会資源を掘り起こし、

地域の支え合い体制の構築を目指します。 

②生活支援サービスの充実・強化 

高齢者の生活課題は多岐にわたり、広い範囲のニーズに対応することが求

められるため、介護保険サービスでは解決できない課題は、多様な生活支援

サービスを活用していくことが必要です。 

《生活支援コーディネーター》を中心に、地域のニーズや社会資源の把握

に努め、社会福祉協議会内のボランティアセンターとも連携し、不足するサ

ービスの創出や担い手の養成など、地域づくりを進めます。 

③高齢者等地域見守り事業の推進 

一人暮らしなどの高齢者を見守り、安否を問うような暮らしの異変があっ

た際に、早期発見し保護できるよう、高齢者等地域見守り事業の協力機関等

と連携を図りながら、事業の周知と関係協力機関の拡大を図ります。 

④高齢者の実態把握と総合相談 

毎年実施している高齢者生活実態調査など、民生委員児童委員と連携のも

と高齢者の実態把握を引き続き実施するとともに、高齢者の家族に限らず、

近所や自治会など地域の世話人、老人クラブなどのサークル仲間、民生委員

児童委員などからの地域の情報を収集することで、高齢者の心身の状況や家

族の状況等について実態把握を行います。 

高齢者やその家族は遠慮して自ら支援を求めない場合や受けられること

を知らない場合があることから、相談を待っているのではなく、支援する側

から積極的なアプローチにより、当事者に係る課題を明確にし、個別の支援

を行います。 

 

⑤高齢者支援センターの周知活動 

地域の拠点となっていくためには、まず高齢者支援センターの存在と役 

 割を広く市民に知ってもらう必要があります。 

平成 18 年開設以降、認知度は高まってきていますが、様々な機会を捉え

て周知活動を行います。 

 

18



 

（２）ケアマネジメント支援 

①個別相談の実施 

介護サービスの提供や処遇にあたり、３職種が多面的な視点でケアマネジ 

ャーからの個別相談に応じ、自立支援・重度化防止の視点で支援をしていき

ます。 

②困難事例への対応 

困難事例への対応にあたっては、高齢者支援センターが構築したネット 

ワークを地域のケアマネジャーに広げ、地域の中で関係者が協力することで

複雑で多様な問題を解決するよう努めます。 

③ケアマネジャーとの連携強化 

ケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するため、北広島市介

護サービス連絡協議会の居宅部会の活動などを通じ、積極的な関係づくりを

積み重ね、連携強化に努めます。 

また、事例検討会をケアマネジャーと共催し、ケアマネジメント能力の 

向上を目指した支援を行います。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント 

①介護予防事業対象者の把握 

関係機関との連携や、日常の高齢者の生活実態把握などの活動や総合相談

を通じて、早期に介護予防事業対象者を把握し、介護予防活動につなげてい

くよう努めます。 

②総合事業対象者の介護予防ケアマネジメントの実施 

総合事業対象者となった高齢者に対し、要介護状態とならないよう、介護

予防ケアマネジメントを実施します。 

実施にあたっては、対象者の課題や問題点を的確に把握したうえで目標 

を定め、自立支援の視点でケアマネジメントを実施します。 

③予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントの実施 

予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントは、インフォーマルなサービ

スも含め、自立支援の視点でアプローチを行います。 

利用者が介護保険制度を理解したうえで、主体的な取組みが行えるよう 

ケアマネジメントを実施します。 

 

（４）権利擁護の取組みの強化 

①成年後見制度の利用支援等 
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認知症高齢者が増加する中、日常生活上の金銭管理に支障をきたす場合 

も少なくありません。 

個々の状況に応じ、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や成年後見セ

ンターと連携を図り制度を活用ながら支援していきます。 

 

②高齢者虐待に関する啓発活動 

高齢者虐待を防止するための早期発見やその概念が正しく認識されるよ

うに、講話やパンフレット等を活用し、地域の方や関係者への啓発活動に取

り組みます。 

 

③虐待の通報、早期発見連携体制の構築 

高齢者支援センターは、地域の実態を把握し、虐待の早期発見に努め、  

問題解決にあたります。 

高齢者虐待は、虐待が発見された時の初動体制が重要なことから、市への

適時報告と協議を行い、素早い対応を図ります。 

 

④高齢者虐待防止のための連携 

高齢者支援センターは、「北広島市高齢者虐待防止相談対応マニュアル 

（改訂版）」に基づき、地域の高齢者虐待の相談窓口として、支援体制の構

築に向けたネットワークづくりを市と協働して取り組みます。 

 

⑤日常的なスキルアップ 

成年後見制度の利用支援や高齢者虐待の相談支援などは、極めて高度な 

判断を要する事例が少なくないことから、職員は様々な事例に的確に対応で

きるよう、日常的にスキルアップに努めます。 

 

（５）認知症高齢者への支援の強化 

①認知症高齢者に対するケアマネジメント 

認知症高齢者の増加に伴い、課題が多様化している中で、支援が困難なケ

ースが多くなっています。 

高齢者支援センターは、ケアマネジャーや医療機関と積極的に連携を図 

り、ケアマネジメントを行います。 

②認知症の正しい知識の普及啓発 

認知症の正しい知識の普及と接し方を理解し、介護方法を知るための認 

知症サポーター養成講座などを活用し、認知症に関する正しい知識の普及啓

発に努めます。 
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 ③早期発見及び早期対応 

今年度から稼働する認知症初期集中支援チーム（医師及び医療と福祉の専

門職で構成する支援部隊）のチーム員として、認知症が疑われる方やその家

族に対して、早期に介入し、適切な支援に繋ぐようにします。 

④地域における見守り体制の充実 

行政や医療・介護従事者だけではなく、地域全体で認知症の方や家族を 

見守り、支援していくことが求められています。 

関係機関との連携や相談体制については、地域ごとに検討しながら積極的

に推進します。 

⑤SOSネットワークの周知啓発 

徘徊の高齢者等を早期に発見するためには、市民や関係機関の協力を得 

ながら円滑な捜索が行えるよう、事業の周知と本人情報の登録支援、関係協

力機関の拡大を図ります。 

⑥地域支え合いセンターとの連携 

認知症の正しい理解を地域に啓発するとともに、地域での認知症高齢者 

の見守り体制や家族を含めた地域支え合い体制づくりのため、社会福祉協議

会内にある「地域支え合いセンター」と連携して事業を進めます。 

 

（６）介護予防に関する事業及び介護する家族等への活動の取組み 

①介護者への支援 

介護する家族等が、研修や情報交換を通じて、日常の介護への知識や工夫

を習得しながら、孤立することなく介護が継続できるように支援を行います。 

②介護予防の普及啓発 

介護予防を地域に普及するため、地域のサークルなどの活動の場を活か 

し、閉じこもり予防等を意図した教室を開催するなど、機会を捉えて介護予

防の必要性や効果の啓発に努めます。 

 

（７）市との連携強化 

①市との定例会議への参加 

地域の高齢者の様々な課題を解決するため、高齢者支援センター職員は 

市との定例会議に参加し、活動報告、重要事項の伝達、業務の相談などを行

います。 

 

②市の関係部署との連携 

高齢者支援センター業務は多岐にわたるため、高齢者に対するより円滑な
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支援を行えるように、行政の関係部署と連携を図ります。 

また、地域のニーズに対して、市と連携し必要な社会資源の開発や関係機

関同士の連携などの働きかけを行います。 

なお、高齢者支援センターの業務に支障のある事項が生じた場合には、速

やかに市と協議し解決に努めます。 

 

③高齢者支援センター全体のスキルアップ 

高齢者支援センターは、高齢者の総合相談窓口であるとともに、地域に 

おける権利擁護やケアマネジャー支援の拠点でもあります。 

相談やケアマネジメント技術の向上を図るため、市などが実施する研修 

会や講演会に積極的に参加し、各職員が学んだ知識・技術について、全職員

へ伝達し、高齢者支援センター全体のスキルアップを図ります。 

 

④高齢者支援センター間の連携 

高齢者支援センターの専門職が果たすべき役割を明確にし、専門職種ご 

との会議や高齢者支援センター間での会議を適宜開催し、その検討結果を高

齢者支援センターの活動にフィードバックし、円滑な運営や活動体制、市と

の連携を図ります。 

 

⑤地域包括支援センター運営協議会 

高齢者支援センターの運営を、地域の関係者全体で協議、評価する場と 

して、地域包括支援センター運営協議会が設置されています。 

高齢者支援センターの運営にあたっては、地域包括支援センター運営協 

議会の意見を反映し、円滑で適正な運営を進めます。 

 

（８）公正・中立性の確保 

市からの委託を受け、高齢者支援センター業務を行うことから、行政の一翼 

を担っており、業務にあたっては公正・中立性の立場を保持します。 

 

（９）個人情報の取扱い 

高齢者支援センターの運営上、多くの個人情報を取り扱うため、高齢者支援 

センターにおける各事業の実施にあたり、予め本人から個人情報を目的の範囲

内で利用する旨の了解を得るとともに、個人情報の取り扱いについては、関係

法令を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう努めます。 
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    地域における協議体の開催 

    

    高齢者等地域見守り事業の推進 

    高齢者の実態把握と総合相談 

    高齢者支援センターの周知活動 

 

 

    成年後見制度の利用支援等 

    高齢者虐待に関する啓発活動 

    虐待の通報、早期発見連携体制の構築 

    高齢者虐待防止のための連携 

    日常的なスキルアップ 

 

 

    認知症高齢者に対するケアマネジメント 

    認知症の正しい知識の普及啓発 

    早期発見・早期対応 

    地域における見守り体制の充実 

    ＳＯＳネットワークの周知啓発 

    地域支え合いセンターとの連携 

 

 

 

 

 

 

   市との定例会議への参加 

   市の関係部署との連携 

   高齢者支援センター全体のスキルアップ 

   高齢者支援センター間の連携 

 

 

 

 

 

 

 

    個別相談の実施 

    困難事例への対応 

    ケアマネジャーとの連携強化 

 

 

    介護予防対象者の把握 

    総合事業対象者の介護予防ケアマネジメントの実施 

    予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントの実施 

    

 

 

 

 

 

 

・認知症高齢者の増加 

・家族介護（老老介護や認認介護） 

・寝たきりなどの要介護者へのサービス体制 

・閉じこもりや孤独な高齢者の増加 

・高齢者虐待 

・悪徳商法被害 

・年金 

・介護保険 

・医療制度の利用  等 

ニーズを満たすための重点項目 

（１）ネットワークを活かした活動の展開 

（４）権利擁護の取組み強化 

（５）認知症高齢者への支援の強化 

生活支援サービスの充実・強化 

運営に関して 

（７）市との連携強化 

（８）公正・中立性の確保 

（９）個人情報の取扱い 

その他 

（２）ケアマネジメント支援 

（３）介護予防ケアマネジメント 

（６）介護予防に関する事業の実施及び  

   介護する家族支援 等 

への活動の取組み 

高齢者の尊厳が保たれ、 
可能な限り、 
住み慣れた地域で暮らす 

高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
計
画 

❶地域でのネットワークの強化   ❷チームアプローチの実践   ❸介護予防の推進   ➍権利擁護の取組みの強化   ❺認知症高齢者への支援の強化    

◎高齢者支援センター運営の方針 

介護者への支援 

介護予防の普及啓発 
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　平成30年度　きた高齢者支援センター

人件費 22,301,000
　三職種（3人）、ケアプラン専任者（1人）・生活支援コー
ディネーター0.5人工

178,000 　高齢者虐待防止推進研修会、地域包括支援ｾﾝﾀｰ研修交通費等

会議・研修負担金 100000

主任ケアマネ研修費

光熱水費 664,000 　燃料重油、電気料

保険料（施設分）

研
修
費

　市介護連絡協議会会費、社会福祉協議会会費等

協議体経費

支援センター協議会会費 35,000

費　　　　　　　　　目 積算額（円）

予算

備　　　　　　　　　　　考

合　　　　　　　計 28,642,000

車両賃借料（保険料含む） 800,000 　車輌賃借料、任意保険料

燃料費 218,000 　車両ガソリン等

職員市外研修旅費

《支出》

　実習費等、住宅改修理由書作成料

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 2,076,000
　7,884円×15件/年　　4,644円×410件/年　振込手数料
込53,700

雑支出他 780,000

電話料金（固定加入電話） 200,000 　固定電話、ファックス等

保険料（活動）

そ
の
他
活
動
費

消耗品費（コピー機使用料含む） 966,000
　電気保安協会保守、複合機保守・賃借料、印刷製本費、
消耗品等

施設賠償責任保険

12,000 レクレーション傷害保険

電話料金（携帯電話） 200,000 　携帯電話、切手、PC回線料等

12,000

諸
経
費

事務所賃貸料

100,000

合　　　　　　　計 28,642,000

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 20,306,000

介護予防支援費 8,153,100 　7,300円×56件/年　　4,300円×1,801件/年

その他 182,900
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　平成30年度　みなみ高齢者支援センター

諸
経
費

光熱水費 240,000

職員市外研修旅費 190,000

会議・研修負担金 20,000

40,640,100

412,000

電話料金（携帯電話）・通信費 135,400 切手、はがき代35,400

消耗品費（コピー機使用料含む） 872,400

合　　　　　　　計

積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

35,000

そ
の
他

その他 30,000 慶弔費他

燃料費 152,000

電話料金（固定加入電話）

485,120 建物設備保守点検料285,120　、一般廃棄物処理200,000

事務所賃貸料 784,800

委託料 25,514,000

予算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

住宅改修理由書作成料 56,000

普通預金利息 100

介護予防支援費 15,070,000 7,300円×150件/年・4,300円×3,250件/年（再委託1,200件含む）

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 5,745,600
7,300円×40件/年・4,300円×1,160件/年
消費税422,400　振込手数料43,200

保険料 22,400 介護保険社会福祉事業総合保険、業務災害保険

その他

合　　　　　　　計 40,640,100

車両賃借料（保険料含む） 916,500 車両リース料、保険料、駐車料金、車検整備費

30,598,880
　三職種（　４　人）、ケアプラン専任者（　２　人）・生活支援コー
ディネーター（０．５人）　健康診断料、共済会掛金・出資金

《支出》

費　　　　　　　　　目

人件費

研
修
費

そ
の
他
活
動
費 支援センター協議会会費他
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人件費 22,759,546
　三職種（3人）、ケアプラン専任者（1人）・生活支援コー
ディネーター0.5人工

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 21,128,000

介護予防支援費 7,178,500 4,300円×1,610件/年　7,300円×35件/年

合　　　　　　　計 28,328,500

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 372,000

燃料費 120,000

電話料金（固定加入電話） 240,000

研
修
費

職員市外研修旅費 40,000

会議・研修負担金 50,000

主任ケアマネ研修費 40,000

ボランティア行事保険他 72,000

電話料金（携帯電話）・通信費 300,000

消耗品費（コピー機使用料含む） 600,000

支援センター協議会会費 30,000

協議体経費 20,000

合　　　　　　　計 28,318,714

諸
経
費

事務所賃貸料 1,808,568

光熱水費 300,000

保守・管理費 36,000

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 1,320,000

事務所原状回復費用 210,600

22,000その他

予算　平成30年度　ひがし高齢者支援センター
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